
Ⅲ 解体通知
（永久抹消登録・解体届出、自動車重量税還付関係）

画面イメージ
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・詳細メニュー画面において「２ 解体通知の確認と抹消登録等に関する実務」をクリックしてください。
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・自社が引き取った車台に解体通知がなされているかどうかの確認を行うメニューを選択します。
・解体通知が行われている場合は、メニュー画面において赤字でその旨が表示されます。

１，「３．２車台情報の閲覧」ボタンをクリックしてください。
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・解体通知が行われた月単位で検索します。本日の解体通知を確認する場合は「当月分」をチェックします。

１，検索条件を選択し、チェックします。
※練習用システムでは、本日解体通知がなされた車台を検索すると考え、「当月分」をチェックしてください。

２，「対象車台検索」ボタンをクリックしてください。
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・解体通知発行済車体の一覧にて、最終所有者名、車台番号等を確認後、永久抹消登録または一時抹消登録後の解体届出の
実務を行うよう最終所有者に連絡します。
・使用済自動車の引取報告において、最終所有者情報として郵便番号、住所、電話番号が入力された場合に、入力した情報を参
照することが出来ます。この機能があることを踏まえ、引取報告時に最終所有者の郵便番号、住所、電話番号を入力するか否
か判断してください。

１，「詳細」ボタンをクリックしてください。最終所有者の詳細情報を表示します。
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・使用済自動車の引取報告時に入力した最終所有者の詳細情報が表示されますので、連絡先を確認します。
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財団法人自動車リサイクル促進センター
〒１０５－００１２

東京都港区芝大門１－１－３０ 日本自動車会館
http://www.jarc.or.jp

自動車リサイクルシステムに関する
お問い合わせ先

自動車リサイクルシステムコンタクトセンター
（コールセンター）：０３－５６７３－７３９６
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